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１ 温暖化の原因と今後の予測 

地球温暖化とは、化石燃料の消費などにより

大気中に排出される温室効果ガスの増大・蓄積

が原因となり、大気が赤外線をより多く吸収し、

気温が上昇する現象をいいます。 

地球温暖化を調査している「気候変動に関す 

 

２ 二酸化炭素の削減目標 

北広島市では、環境基本計画の中で、2010

年度における市民一人当たりの二酸化炭素排

出量について、1990年度比で6％以上の削減を

目指すとしています。 

さらに平成18年2月に、エネルギー消費の現

状・将来推計、具体的な省エネルギー推進プロ

ジェクトの抽出など地域特性を生かした実効性

の高い省エネルギー計画である「北広島市地域

省エネルギービジョン」を策定し、その中でエネ

ルギー起源の CO2 排出量を 2010 年度に 1990

年度比で-6％の市民一人当たり 5.58 トンとする

目標を定めています。 

北広島市のエネルギー消費量は増加を続け 

 

 

 

 

 

 

る政府間パネル（ICPP）」の報告によれば、この

まま温暖化が進むと、今世紀末には地球の平

均気温が最大約 6.4 度上昇すると予測されてお

り、これにより農作物への影響や低地地域の水

没などが予想されています。 

 

 

 

 

ており、このまま省エネルギー対策を取らなけ

れば 2010年度での一人当たりの二酸化炭素排

出量は 6.63 トンと推計されます。国は、二酸化

炭素排出量の削減を目指し、家電機器の省エ 

ネ化、自動車の燃費向上、住宅や建築物の高

断熱化など省エネルギー法による規制強化や

技術開発を進めており、その施策による二酸化

炭素の削減効果は、北広島市民一人当たり

0.81 トンになります。そのため目標を達成するに

は、北広島市において、市民、事業者、市が取

組む削減必要量として、市民一人当たり 0.24 ト

ンの削減が必要になります。 
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このまま推移すると、北広島市の

2010（H22)年度の二酸化炭素排出

量は6.63トン/人と推計されます

が、国の施策および市民・事業

者・市による省エネの取組み削減

により5.58トン/人となります。

これは1990(H2)年度比 -6％に相

当します。 

-6％を達成するために市民・事業

者・市が取組む削減必要量   

        0.24トン/人 

国の施策による削減見込み量  

0.81トン/人 
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図 5－1 北広島市におけるエネルギー起源の CO2排出量の推移 
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北広島市地域省エネルギービジョンの目標達

成にむけた行動を展開するためには、実施主体

ごとに効果のある省エネ行動を着実に推進する

必要があります。 

平成18年11月24日、市民、市民団体、地域

団体、事業者、事業者団体、行政などが協働し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て継続的な活動を取り組むことを目的として、 

北広島市省エネルギー推進協議会が設立され

ました。北広島市省エネルギー推進協議会では、

市民・事業者・行政それぞれが役割を持ち、省

エネルギービジョンで設定した目標を達成する

ための具体的な施策に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 北広島市省エネルギー推進協議会 

 

図 5－2 省エネルギー行動の実施主体別の役割と具体的行動計画 

北広島市 北広島市教育委員会 
北広島商工会  北海道中央バス㈱大曲営業所 
北広島市建設業協会  JR 北海道バス㈱厚別営業所 
エコ・パートナーシップ北広島  ㈱広島交通 
大曲商工振興会  三和交通㈱ 
北広島市工業振興会 ㈲リスコ 
北広島郵便局  朝日交通㈱北広島営業所 
㈱札幌銀行北広島支店（合併） ㈱パール交通 
㈱北洋銀行北広島支店  北広島市社会福祉施設協議会 
㈱北海道銀行北広島支店  道央農業協同組合北広島支所 
札幌信用金庫北広島支店 北広島市自治連合会 

 

表 5－1 北広島市省エネルギー推進協議会 加盟団体一覧 

（平成 22 年度末現在 順不同） 

【市民】 

一人ひとりが地球環境の変化に気づき、意

識して省エネルギー型生活活動を行うように

努める。 

 

【事業者】 

各々の事業活動の内容、状況に応じ省エネ

ルギー対策について自らの問題として取り

組み、行動する。 

行政の施策、市民活動へ協力する。 

【北広島市】 

自らが率先して省エネ行動を実践し、その有

効性をアピールするとともに、市民、事業

者、自治会、学校等が行う省エネ行動への

支援、協働を行う。 

 

・省エネナビ、環境家計簿の活用、エコドライブの実践 

・省エネルギー機器の積極的な採用、夏季・冬季の室

内温度の管理など 

・エネルギー管理の徹底、省エネルギー教育の実施、

市民活動への参加 

・エネルギー管理の実施と技術者養成 

・トップランナー機器の導入、エコドライブ、アイドリング

ストップの実践 

・第２次率先実行計画の推進 

・市民、事業者に対する省エネ情報の提供及び普及

啓発事業の推進 

・省エネビジョンの進行管理、省エネ推進協議会の運

営 
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 図 5－3 省エネルギービジョンの推進体制 

 

環境都市北広島をめざして 

北広島市 

地域省エネルギービジョン 

推進組織 

北広島市省エネルギー推進協議会 

市民・事業者・各種団体 

エコ・パートナーシップ北広島・行政 

 施策の推進に当たっては、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＣＨＥCK（状況の把握）、ＡＣＴION（調整・

改善）のＰＤＣAサイクルを展開して継続的な改善を進め、ビジョンの着実な推進を図ります。 

 

ＰＬＡＮ（計画） 

■省エネルギー目標設定 

■推進施策の設定 

 

省エネルギービジョン 

ＡＣＴＩＯＮ（調整・改善） 

■推進施策の見直し 

 

ＤＯ（実行） 

■市民・事業者・行政が、それ

ぞれの役割に応じて行動 

ＣＨＥＣＫ（状況の把握） 

■推進施策の進捗状況把握 

■各種市統計書による電気・ガスなどのエ

ネルギー消費状況確認 

環境基本条例 

の基本理念 

総合計画の 

基本目標 

 

北広島市 

 

地域社会の 

諸活動組織 

・自治会 

・市民団体 

・学校 他 

公表 

推進と進行管理 

参加・活動 

情報発信 

活動協力 

活動計画の 

立案・提案 

支援・協働 
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（１）計画の策定及び推進 

北広島市では、平成 10 年度に「北広島市環

境保全に向けた率先実行計画」を策定し、市役

所事務事業に於ける環境配慮に取り組んできま

した。 

平成 10年 10月 9日に公布された「地球温暖

化対策の推進に関する法律」は、平成 11 年 4

月8日より全面施行され、法では、国、都道府県

及び市町村に対して、それぞれの事務及び事

業に関する温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの実行計画を策定し、その実施状況（温室効

果ガスの総排出量を含む。）を公表するよう求

めています。 

これに伴い北広島市では、平成 12 年度に策

定した『改訂版 北広島市環境保全に向けた率

先実行計画』に基づき、1996（平成 8）年度を基

準年度とし、2004（平成 16）年度までに温室効

果ガスの排出量を基準年度比で 6％削減させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことを目標として、省エネルギーを中心とした率

先行動を実践してきました。 

残業時における不要照明の消灯、適正な冷

暖房温度の設定や低公害車の導入による燃料

使用量の削減、リサイクルの推進やコンポスト

容器の普及によるごみ埋立処分量の減少など

の効果から、平成 10 年度をピークに温室効果

ガスの排出量は減少し、平成 13 年度、平成 15

年度には、削減目標数値を達成しました。 

しかし、IT 化の推進によるパソコン設置台数

の増加、人口増加に伴うごみ量の増加により、

平成 16 年度の温室効果ガス排出量(二酸化炭

素換算値)は、前年度を上回る33,097ｔ(平成8年

度比では 4.44%の減)となりました。 

平成 17 年度からは、新たに『市役所事務事

業に於ける第２次地球温暖化対策推進実行計

画』を策定し、数値目標の設定が困難な一部の

施設を除いた施設における温室効果ガス排出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市環境保全に向けた率先実行計画 

（市役所事務事業に於ける第２次地球温暖化対策推進実行計画） 
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図 5-4 温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）の経年変化（全公共施設） 
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量の合計を、平成 17～22 年度の各年度におい

て平成 16 年度比での 1％以上の削減を目標と

するとともに、それらの施設での電力量、灯油、

重油、ガソリン、軽油、LPG の使用量についても

それぞれ目標を定め、目標達成のために省エ

ネ・省資源に向けた具体的な実践行動を実施し

ています。また、数値目標の設定からは除外し

た施設についても、施設ごとに可能な範囲での

取組みを実施し、その取組み状況について評価

しています。 

 

（２）温室効果ガスの総排出量 

市役所事務事業における温室効果ガスの総

排出量について見ると、平成 22 年度は廃棄物

の埋立処分量の減少などにより、温室効果ガス

総排出量は 24,336ｔとなっています。（図 5-4） 

 

（３）目標達成状況の評価 

平成22年度の削減目標対象施設における温

室効果ガス排出量は 21,909ｔとなっており、基準

年度比で 22.88%の減少となり、削減目標値であ

る28,124t-CO2/年（平成16年度比で 1%以上の

削減）を上回っています。これは、廃棄物埋立処

分量の減少が大きな要因となっており、これを

除く温室効果ガス排出量では 2.12%の増加とな

っています。 

エネルギー使用量を項目別に見ると、平成 22

年度の電力使用量は、全施設では基準年度比

で 4.03%の増加、削減目標対象施設では 5.87%

の増加となっています。19 年度までは、北広島

市ふれあい学習センター（夢プラザ）が新築され

たこと（使用電力量 169,179kWh）と西部小学校

が移築されたことにより電力使用量が増加した

こと（基準年度と比べて 147,524kWh 増加）が増

加要因となっていましたが、20 年度から大曲保

育園（19 年度の使用電力量は 42,736kWh）が民

営化されたことにより集計から外れた要因はあ

るものの、全体としては使用量が微増していま

す。また、対象施設での電力削減目標の達成状

況を見ると、64 施設中 28 施設では目標が達成

されておらず、そのうち 26 施設では電力量が増

加している状況であるため、省エネ機器の導入

や職員の節電への取組みなど、一層の削減努

力が必要です。 

灯油使用量は、全施設で 5.87%の減少、削減

目標の対象施設では 1.83%増加しています。重

油使用量は、全施設では 4.17%の減少ですが、

対象施設では 0.20%の増加となっています。 

ガソリン及び軽油の使用量は、公用車の走行

距離と燃費に大きく影響され、ガソリンの使用量

は、全車両では基準年度比で走行距離が増加

したために 13.92%増加しており、対象車両では

走行距離が増加していますが、燃費効率がいい

ため 15.09%減少しています。軽油の使用量は、

走行距離が減少したために全車両では 23.10%

の減少、対象車両でも走行距離が減少したため

22.34%の減少となっています。 

ＬＰＧに関しては基準年度比約 4.4％増加して

いますが、これはふれあい学習センターの新築

による増加が大きく影響しており、ふれあい学習

センターの使用量（12,448 ㎥）を除いての比較で

は基準年度比約 12.9％の減少となっています。 

コピー・プリンター用紙は、基準年度比で

25,010 枚の増加となっていますが、20 年度が

50,000枚の増加、21年度が約1,000,000枚の増

加となっていたことを考えると、減少傾向となっ

ています。しかし、削減目標-1％を達成するた

めには、更なるコピー・プリンター用紙の節減と

して、文書のペーパーレス化に対する取組みな

ど職員の意識改革が必要です。 

廃棄物埋立処分量は、紙類の分別実施など

により食物くず等、紙・繊維くず等、木くず等につ

いてそれぞれ 25.54％、33.84%、22.67%と基準年

度より大幅に減少しています。 
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項目 平成 16 年度 平成 22 年度 増減率(%) 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 31,048 24,336 -21.62 

電力量  (kWh) 10,058,389  10,463,712  4.03 

灯油   (リットル) 329,185  309,876 -5.87 

重油   (リットル) 1,401,110  1,342,655 -4.17  

ガソリン (リットル) 48,793  55,586  13.92 

軽油   (リットル) 99,116  76,219  -23.10 

ＬＰＧ  (m3) 71,945  75,113  4.40 

 

表 5-2 電力量等の平成 22 年度実績及び基準年度との比較（全施設） 

項目 平成 16年度 平成 22年度 増減率(%) 削減目標 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 28,409 21,909 -22.88 -1% 

電力量（kWh） 5,890,204  6,235,689  5.87  -2% 

灯油(リットル) 231,711  235,945 1.83  現状維持 

重油(リットル) 1,231,116  1,233,601 0.20  -2% 

ガソリン(リットル) 42,429  36,026 -15.09 -2% 

軽油(リットル) 19,974  15,511 -22.34  -1% 

ＬＰＧ(m3) 71,248  74,926 5.16  現状維持 

 

表 5-3 対象施設における各項目別の削減目標達成状況 

項目 平成 16 年度 平成 22 年度 増減率(%) 削減目標 

コピー・プリンター用紙（枚） 5,000,000  5,025,010 0.50 -1% 

廃棄物埋立量 

(t) 

食物くず等 (t) 2,024  1,507 -25.54  -1% 

紙・繊維くず等 (t) 4,711  3,117  -33.84 -1% 

木くず等 (t) 622  481 -22.67  -1% 

 

表 5-4 平成 22 年度及び基準年度のコピー用紙使用量、廃棄物埋立量実績 
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（４）今後の取組み 

市では、行政がすべての事業において環境

に配慮することは当然の責務であるという考え

に基づき、環境マネジメントシステム（EMS – 

Environmental Management System）を構築し、

平成 20 年 4月から運用を開始しました。 

これにより、第 2 次地球温暖化対策推進実行

計画で定めた具体的取組実践行動の内容など

について、職員ひとりひとりの行動評価が毎週

継続して実施されることとなりました。毎週繰り

返し評価を実施することにより、この取り組みに

ついては徐々に職員に浸透し、平成 22 年度の

結果は表 5-5 のとおり、「課等における環境配

慮活動」の 4 月分以外のすべてについて、目標

を達成しています。 

今後も職員のさらなる意識向上による環境配

慮行動を推進していくとともに、各施設の環境負

荷軽減に配慮した省エネルギー型施設への転

換や、低公害車導入台数の増加などのハード

面での整備についても積極的に推進していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この EMS の運用を開始した平成 20 年

度、市の全施設での温室効果ガス排出量は、

前年と比較して 13.16％と大幅に減少していま

す。 

気候的要因の影響を受ける重油や灯油など

のほか、電力使用量なども大きく減少しているこ

となどから、EMS の取り組みによる職員の環境

配慮行動の実践が減少の一因になっていると

推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実行率％） 

  

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

目

標 

①電力量・燃料等の削減 93 94 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 90 

②紙の削減 91 92 93 93 94 94 91 92 93 93 93 92 90 

③廃棄物の削減 91 92 93 93 93 93 94 95 94 95 94 94 90 

④環境活動全体の実行状況 92 93 93 94 94 94 93 93 94 95 94 94 90 

課等における環境配慮活動 94 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 

 

表 5-5 平成 22 年度北広島市環境マネジメントシステムの職員個人における 

「環境配慮活動（①～④）」と「課等における環境配慮活動」の結果 

 
北広島市役所事務室の様子 


